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■ 不動産（含 借地借家） ■ 債権回収 □ 医療過誤 □ 渉外・外国人

□　個人倒産消費者 ■ 労働問題 □ 行政 ■ 家事事件

■ 倒産 ■ 商事 □ 知財事件 ■ 刑事・少年事件
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６

７

８

受任

設備使用

経費分担

９

新規登録弁護士募集票
【ご記入いただくにあたって】
　注１「他の有資格者」には、事務所所属の公認会計士、税理士、弁理士、司法書士等の士業の方を記載してください。

事 務 所 名 　川崎パシフィック法律事務所

事 務 所 所 在 地 〒210-0007　川崎市川崎区駅前本町11番地1パシフィックマークス川崎ビル８階

事務所URL（ブログ可） http://kawasakipacific.com

連 絡 先 　ＴＥＬ 044-211-4401 ＦＡＸ 044-211-4402

Ｅ－ｍａｉｌ  masui@kawasakipacific.com

責任者/担当者名  増井　史彰（ますい　ふみあき）

事 務 所 の 構 成
　総数　（ １１ ）名（職員を含む）

　うち弁護士（日本資格）　　　男性（ ５ ）名　女性（　　　）名

パートナー・経営者 　男性（ ５ ）名　　女性（　　　　）名　　　　（５８）期～（７２）期

アソシエイト・勤務弁護士 　男性（　　　　）名　　女性（　　　　）名　　　　（　　　）期～（　　　）期

他の有資格者　（注１） 　資格の名称（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　計（　　　）名

主な取扱事件（複数選択可）

その他取り扱い事件に特色があれば、ご記入ください。

 およそ個人や中小企業に生じるありとあらゆる問題を取り扱うとともに、裁判所から選任される事件について
も業務を遂行しています。

採用予定人数 （ １ ）名 採用対象修習期 　　　　　（ ７６～７７　）期

９時～１８時を基本として個人に委ねる

掲載終了日 　　　　　　年　　　　月　　　　日　　　※記載がない場合は申請月から３ヵ月後の月末に削除

勤 務 形 態 　■勤務弁護士　　　□独立採算制　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 条　　件（勤務弁護士の場合）　 

　□分担無　　　■分担有　　　□その他

休暇

給与 事業所得月額３０万円

その他　（弁護士会費の
事務所負担等）

弁護士会費の事務所負担はなし

個 人 受 任

　■可　　　□許可制　　　□相談制　　　□不可

受任時
　■可　　　□不可　　　□その他

勤務日 月～金（祝祭日を除く）

平日事務所内勤務時間

事務所のアピール・特色・将来像・求める人材等

 当事務所は、入所当初から個人受任の機会が少なくありません。また、弁護士会の一員として社会に貢献
すべく各種活動にも積極的に取り組んでいます。そのため、自分で考える能力・姿勢のある方を求めていま
す。他方で、当事務所は、弁護士間で気軽に質問をできる雰囲気を持っています。ですから、積極的なコミュ
ニケーション能力・姿勢のある方を求めています。
 個人受任の機会は少なくないため、過去に在籍した弁護士は登録１年目から１０００万円以上の収入を得
ています。
　なお、当事務所内は禁煙ですが、当事務所が入居するビルに喫煙所があります。

【個人情報の取扱いについて】
　ご提供いただきました情報は、ホームページ上への掲載等、司法修習生等の就職活動に資することを目的として利用致します。

　　　　　書式作成日：2013年3月改訂

　　　　　書式番号：業1-317
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